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第１章 計画策定の概要 
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１ 計画策定の背景及び趣旨 

 

（１）子ども・子育てをめぐる動きについて 

我が国の令和５年の出生数は７２万７，２７７人であり、前年より４万３，４８２人減少し、

８年連続減少しており過去最少となりました。また、合計特殊出生率※１は１．２０で、前年の１．

２６より低下しています。平成１８年から上昇傾向が続いていましたが、平成２６年に低下し、

平成２７年の再上昇の後、平成２８年度からは再び低下しており、人口水準を維持するために必

要な合計特殊出生率である人口置換水準※２（令和４年の算出では２．０７）を下回った推移とな

っています。 

少子化の進行、さらに平均寿命の伸びによる高齢化は人口構造のバランスを崩し、労働力人口

の減少や社会保障負担の増加などによって経済に深刻な影響を与えることが懸念されています。

また、核家族化の進行や共働き家庭の増加、地域における人間関係の希薄化など、子どもと家庭

を取り巻く環境も大きく変化しています。 

このような子どもや子育てをめぐる環境を踏まえ、子どもが安心できる環境で健やかに成長で

き、また、保護者が子どもと向き合って喜びとともに子育てができるように、行政や地域社会な

ど、社会全体で子育てを支援していくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

（２）国の動向 

国では、平成６年の「エンゼルプラン」公表以来、「次世代育成支援対策推進法」や「少子化対

策基本法」など、様々な子育て支援に取り組んできました。平成２４年には「子ども・子育て支

援法」をはじめとする「子ども・子育て関連３法」※用語解説 が制定され、これを受けて、幼児期の

学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新

制度」が平成２７年度から開始されました。 

しかし、共働き家庭の増加などにより待機児童が発生している状況が続いたことから、平成29

年に「子育て安心プラン」が公表されました。このプランには、保育の受け皿の拡大、保育人材

の確保、保護者への支援、保育の質の確保、持続可能な保育制度の確立、働き方改革などが盛り

込まれ、総合的な実施計画となっています。 

加えて、子育て世帯の経済的負担軽減のため、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が

スタートしました。 

また、小学生においては、平成２６年に「放課後子ども総合プラン」が、平成３０年には

「新・放課後子ども総合プラン」が策定され、待機児童の解消の実現や今後想定される女性の就

業率の上昇を踏まえ、児童が放課後等に安全・安心に過ごせる場の整備を進めています。 

令和５年４月には「こどもまんなか社会」の実現にむけた政府の司令塔として、こども家庭庁

※１ 合計特殊出生率：１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、１人の女性が一生の間

に、その年齢別出生率で出産するとしたときの子どもの数に相当する。 

※２ 人口置換水準：人口が将来にわたって増加も減少もせず、均衡した状態となる出生水準。 
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が創設されるのと同時に、子どもの権利を保障するための法律として「こども基本法」が施行さ

れました。こども基本法の施行に基づき、子ども施策を総合的に推進するため、こども大綱が策

定されました。 

 

（３）東久留米市の子育て支援 

本市においても、平成１７年３月に「東久留米市次世代育成支援行動計画（前期）【平成１７年

度から平成２１年度】」を、平成２２年３月には「東久留米市次世代育成支援行動計画（後期）

【平成２２年度から平成２６年度】」を策定しました。この計画では、子どもが人間として大切に

され、健やかに成長する環境を家庭・地域社会・事業主・行政等が連携し、社会全体の連帯で作

り上げていくことを目標とし、１０２にわたる政策・事業についてそれぞれの目標と方向性を設

定しました。計画期間中においては、各事業の進捗状況を把握するとともに、目標達成状況など

を踏まえ、事業を計画的に実施することで子育て支援を推進しました。 

平成２６年には「次世代育成支援対策推進法」の有効期間が１０年間延伸され、従業員の子育

てを支援する事業主への認定制度の充実や市町村次世代育成支援行動計画の策定の任意化などの

改正事項が盛り込まれました。 

また、平成２６年には、平成２４年に制定された「子ども・子育て支援法」の基本理念をもと

に「東久留米市子ども・子育て支援事業計画【平成２７年度から平成３１年度】」を策定し、適正

に事業を実施してきました。さらに子ども・子育ての支援を切れ目なく推進していくため、第１

期の進捗状況や実績評価などを踏まえた上で、国の法や方針に基づき、第２期の「東久留米市子

ども・子育て支援事業計画【令和２年度から令和６年度」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東久留米市子ども・子育て支援事業計画」は、本市の子ども・子育てを取り巻く環境の整

備、支援の取り組みを一層促進するとともに、幼児期の教育・保育及び子ども・子育て支援事業

の量の見込み、提供体制の確保の内容及びその時期等を定め、幼児期の教育・保育事業等に関す

る市民のニーズに応えていく体制づくりを進めていくために策定しました。策定時の推計と比較

【子ども・子育て支援法 基本理念】 

１ 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構

成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健

やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保

護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ

効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 



 

4 

 

し、就学前人口の推計や事業実績に一定のかい離や確保方策の状況に変化があった場合には、見

直し（補正）を行います。 

 

（４）計画策定の趣旨 

令和２年度を始期とする「第２期東久留米市子ども・子育て支援事業計画」では、第１期の進

捗状況や実績評価を踏まえた上で子ども子育て支援を切れ目なく推進してきました。 

第２期の計画期間が令和６年度で終了となることから、令和５年１１月には就学前・小学校児

童の保護者を対象にニーズ調査を実施し、調査結果から市としての課題をとりまとめ、国の法や

方針に基づき、「第３期東久留米市子ども・子育て支援事業計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ 

 

（１）基本的位置づけ 

本計画は、子ども・子育て支援法第６１条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画※用語解説

として、策定するものです。 

 

（２）関連計画との関係 

本計画は、「東久留米市第５次長期総合計画」を上位計画とし、「東久留米市第４次地域福祉計

画」、「東久留米市障害者計画」、「東久留米市第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」、「東

久留米市第３次教育振興基本計画」、「東久留米市第４次男女平等推進プラン」などの諸計画との

整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東久留米市第５次長期総合計画 

● 基 本 目 標 ● 

子どもが豊かに成長できるまち 

整
合 

整
合 

○東久留米市地域福祉計画 

○東久留米市母子保健計画 

○東久留米市障害者計画 

○東久留米市障害福祉計画・障害児福祉計画 

○東久留米市教育振興基本計画 

○東久留米市男女平等推進プラン  など 

関連計画 

東久留米市子ども・子育て支援事業計画 
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３ 計画の期間 

 

令和 

２年度 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10年度 

令和 

11年度 

          

 

この計画は、令和７年度（２０２５年度）を初年度とし、令和１１年度（２０２９年度）まで

の５年間を計画期間とします。 

 

 

４ 子ども・子育て支援新制度の概要 

 

（１）子ども・子育て支援法に基づく給付と事業 

子ども・子育て支援新制度には「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支援事

業」があります。 

 

①子ども・子育て支援給付 

 

【子どものための教育・保育給付】 

 

 

 

 

 

 

【子育てのための施設等利用給付】 

 

 

 

 

【児童手当】 

  

○幼稚園  〇保育所  〇認定こども園 施設型給付 

○家庭的保育   〇小規模保育 

〇事業所内保育  ○居宅訪問型保育 

地域型保育給付 

○幼稚園（従来型）  〇特別支援学校 

〇預かり保育事業   ○認可外保育施設等 

第２期 

東久留米市 

子ども・子育て支援事業計画 

第３期 

東久留米市 

子ども・子育て支援事業計画 

施設等利用給付 
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②地域子ども・子育て支援事業 

 

○利用者支援に関する事業 

○時間外保育事業（延長保育事業） 

○子育て短期支援事業（ショートステイ） 

○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に 

対する支援に資する事業 

○子育て世帯訪問支援事業 

○児童育成支援拠点事業 

○親子関係形成支援事業 

○妊婦等包括相談支援事業 

○地域子育て支援拠点事業 

○病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

○子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

○一時預かり事業 

○妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

○放課後児童健全育成事業（学童保育） 

○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

○多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

○産後ケア事業 

○こども誰でも通園制度 

 

 

（２）子ども・子育て支援施設 

幼児期の学校教育と保育の必要性のある子どもへの保育について、認定こども園、幼稚園（市

より施設型給付費に係る施設として確認を受けた幼稚園）、保育所等の特定教育・保育施設、小規

模保育等の特定地域型保育事業を利用する場合、子どものための教育・保育給付の対象となりま

す。 

 

【特定教育・保育施設】 

 

幼稚園 
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設

（市より施設型給付費に係る施設として確認を受けた幼稚園） 

保育所 
就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育を 

行う施設 
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認定こども園 

幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、幼児期の教育と保育

を一体的に行う施設（幼保連携型、幼稚園型、保育所型などの種

類があります） 

 

 

【特定地域型保育】 

 

家庭的保育 
家庭的な雰囲気のもとで、少人数（定員１～５人）を対象にきめ

細やかな保育を行う 

小規模保育 
少人数（定員６～１９人）を対象に、家庭的保育に近い雰囲気の

もと、きめ細やかな保育を行う 

事業所内保育 
会社など事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子ど

もを一緒に保育する 

居宅訪問型保育 
障害・疾患などで個別なケアが必要な場合など、保護者の自宅で

１対１の保育を行う 

 

また、特定教育・保育施設ではない幼稚園（施設型給付費に係る施設として確認を受けずに従

来通り運営を行う幼稚園）や特別支援学校、預かり保育事業、認可外保育施設等を利用する場合

は、子育てのための施設等利用給付の対象となります。 

 

 

【施設等利用給付対象施設】 

 

幼稚園 

（従来型） 

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設

（市より施設型給付費に係る施設として確認を受けずに従来通り

運営を行う幼稚園） 

特別支援学級 

（幼稚部） 

障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを

支援するという視点に立ち、子ども一人一人の教育的ニーズを把

握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服

するため、適切な指導及び必要な支援を行う 

預かり保育事業 
幼稚園の教育標準時間前後に、子どもを預けたい希望がある家庭

に対して保育を提供する事業 

認可外保育施設等 
認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助

活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 

＊上記のほか、企業が従業員のための保育施設を設置・運営し、「地域枠」として地域の子ども

も受け入れる事業（企業主導型保育事業）もあります。 
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（３）地域子ども・子育て支援事業 

市町村が、地域の子ども・子育て家庭の実情に応じて実施する事業で、子ども・子育て支援法

で次の事業が定められています。 

 

（１）利用者支援に関する事業 

子ども及び保護者のニーズに合わせて、幼稚園や保育所などの施設や地域の子育て支援

事業を円滑に利用できるように、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などを行う事業 

 

（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

保育所や地域型保育で通常の利用時間帯以外において、保育の利用を確保する事業 

 

（３）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者が出産や病気などで、子どもの養育が一時的に困難になったとき、児童養護施設

に子どもを預けることができるようにする事業 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師又は助産師が訪問し、育児に関する

不安や悩みの傾聴、子育て支援に関する情報提供などを行う事業 

 

（５）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に

対する支援に資する事業 

家庭における安定した養育が実施できるよう、養育について支援が必要な家庭に対し、

訪問による具体的な育児に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業 

 

（６）子育て世帯訪問支援事業 

子育て家庭への支援の充実として、訪問型支援・通所支援の充実を図るとともに、親子

関係の構築に向けた支援を行う事業 

 

（７）児童育成支援拠点事業 

子育て家庭への支援の充実として、訪問型支援・通所支援の充実を図るとともに、親子

関係の構築に向けた支援を行う事業 

 

（８）親子関係形成支援事業 

子育て家庭への支援の充実として、訪問型支援・通所支援の充実を図るとともに、親子

関係の構築に向けた支援を行う事業 
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（９）妊婦等包括相談支援事業 

妊婦・その配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等（伴奏型相談支援）を行う

事業 

 

（１０）地域子育て支援拠点事業 

公共施設や保育所で子育て中の親子交流、親にとっての学び・情報交換の場、子育ての

相談の場として、気軽に利用でき、地域全体で子育てを応援する事業 

 

（１１）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

子どもが病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、医療機関などに付設さ

れた専用スペースにおいて、保育及び看護ケアを実施する事業 

 

（１２）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業) 

子育てのお手伝いをしたい方（サポート会員）と、子育ての手助けをしてほしい方（フ

ァミリー会員）が会員となって、地域で助け合う組織を推進する事業 

 

（１３）一時預かり事業 

急な用事など、家庭で一時的に保育が困難になった場合に、幼稚園や保育所などで子ど

もを預かる事業（預かり保育を含む） 

 

（１４）妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

母子保健法第１３条に基づき、妊婦の健康の保持及び増進を図り、安心・安全な出産に

資するよう、健康診査を実施する事業 

 

（１５）放課後児童健全育成事業（学童保育） 

保護者の就労などの理由で、放課後や長期休業中に保護者不在の小学生に対して、児童

厚生施設などを利用して適切な遊び、生活の場を提供し、基本的な生活習慣の確立など、

健全な育成を図る事業 

 

（１６）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

特定教育・保育施設、幼稚園等の利用に必要な実費徴収費用について、利用世帯の所得

状況等を勘案して、その一部を助成する事業 

 

（１７）多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設などへの民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事

業者の技術、手法、経験などを活用した特定教育・保育施設などの設置又は運営を促進す

るための事業 
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（１８）産後ケア事業 

出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポートを行い、産後も安心して子育てが出

来る支援体制を行う事業 

 

（１９）こども誰でも通園制度 

保護者の就労要件などを問わず、こどもを保育所などの施設に通わせることが出来る制

度 
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（４）認定区分（支給要件） 

子ども・子育て支援法では、保護者の申請を受けた市町村が、客観的な認定基準に基づき、認

定した者に対し教育・保育の給付を行う仕組みになっています。認定は、以下の３区分です。 

 

認定区分 子の年齢 
保育の 

必要性 
対象者 主な施設 

１号認定 
（教育標準時間※１認定） 

３～５歳 なし 

市より施設型給付費に

係る施設として確認を

受けた幼稚園や認定こ

ども園の利用を希望さ

れる方（一時預かりを

利用することもできま

す） 

○幼稚園 

○幼稚園 

＋（一時預かり） 

○認定こども園 

○認定こども園 

＋（一時預かり） 

２号認定 
（保育認定） 

３～５歳 

あり 
(教育希望) 

あり 

保護者の就労や病気な

どの理由で、家庭にお

いて必要な保育を受け

ることが難しいため、

保育所や認定こども園

などの利用を希望され

る方 

○認定こども園 

○保育所 

３号認定 
（保育認定） 

０歳 

１・２歳 
あり 同上 

○認定こども園 

○保育所 

○地域型保育 

 

※１ 教育標準時間：幼稚園の教育時間は、４時間を標準として、園則等により各施設で定めています。 

それ以上の時間の利用は「一時預かり事業」の対象となります。 

 

また、令和元年１０月から実施の幼児教育・保育の無償化に伴い、主に従来型の幼稚園や認可

外保育施設等の利用者を対象として、利用料等に対する給付（補助）を受けるための認定区分

（子育てのための施設等利用給付認定区分）が以下のように新設されました。 

 

認定区分 子の年齢 対象者 主な利用施設 

１号認定 満３歳クラス～５歳 教育のみを必要とする ○幼稚園（従来型） 

２号認定 
（保育認定） 

３歳児クラス～５歳 
保育を必要とする 

（一時預かり事業等を利

用している） 

○幼稚園（従来型） 

＋（一時預かり） 

○認定こども園 

＋（一時預かり） 

○認可外保育施設等 
３号認定 

（保育認定） 

０～２歳児クラス 

（住民税非課税世帯

に限る） 

 

＊上記以外に、「企業主導型保育事業」の地域枠を利用されている方も、市より「保育の必要性」

が認められた場合は無償化の対象となります。 
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５ 計画の策定方法 

 

（１）基本的事項 

本計画は、「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育

て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確

保するための基本的な指針」（平成２６年７月２日号内閣府告示第１５９号。以下「基本指針」と

いう。）、並びに「教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・

子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施

を確保するための基本的な指針の一部を改正する告示」（令和６年２月１３日内閣府告示第２０

号）を参酌し、策定しました。 

 

 

（２）子ども・子育て会議の設置 

本計画の策定にあたり、「東久留米市子ども・子育て会議」を設置し、計画内容の審議を行いま

した。同会議は、子ども・子育て支援法第７７条第１項及び第３項の規定に基づき、東久留米市

子ども・子育て会議条例により設置された機関です。 

 

委員の構成は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

となっています。 

なお会議は公開で行われ、審議内容は市のホームページで公開されています。 

 

 

  

（１）市内に在住し、子ども・子育て支援に関する事業を利用する児童の保護者 

（２）市内において子ども・子育て支援に関する事業を実施する者 

（３）学識経験者 

（４）子ども・子育て支援に関わる行政機関の職員 

（５）公募による市民 
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（３）ニーズ調査の実施 

市町村子ども・子育て支援事業計画は、子どもの数、子どもの保護者の特定教育・保育施設等

及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向、子どもとその保護者が置かれている環

境、その他の事情を正確に把握した上で、これらを勘案して作成するものとされています。 

本市では、適切な計画を作成する上で、地域の実情を把握する必要があることから、利用希望

把握調査（ニーズ調査）を実施しました。 

 

① 就学前児童調査 

対 象 
市内に居住する０歳～就学前の子どもを持つ保護者２,０００人 

（令和５年１０月時点における２,０００人から無作為抽出） 

方 法 郵送配布、郵送回収及びインターネット回答によるアンケート調査 

調 査 機 関 令和５年１１月１３日から１２月４日まで 

有効回収率 ５２.１％ 

 

② 就学児童調査 

対 象 市立小学校２年生の子どもを持つ保護者９７２人（悉皆） 

方 法 学校配布・学校回収及びインターネット回答によるアンケート調査 

調 査 機 関 令和５年１１月１日から１１月２０日まで 

有効回収率 ６５.７％ 

 

これらの調査結果を、国の手引きに従って集計・分析し、ニーズ量算出の基礎資料としまし

た。 
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第２章 子ども・子育て支援等の現状 
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１ 東久留米市の人口と出生の現状 

 

（１）東久留米市の年齢三区分別人口の推移と年少人口の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市全体の人口は概ね横ばいですが、年少人口の割合は少しずつ減少し、高齢者人口は増加し

ています。少子化と高齢化が同時に進んでいる傾向です。 

 

 

（２）東久留米市の出生数と出生率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出生数は、減少傾向にあり、令和２年以降は７００人を下回っています。人口１,０００人あ

たりの出生率は、東京都の平均値を下回っています。 

 

14,038 13,970 13,951 13,830 13,650 

69,499 69,607 69,552 69,444 69,201 

33,270 33,443 33,503 33,486 33,594 

116,807 117,020 117,006 116,760 116,445 

12.0% 11.9% 11.9% 11.8% 11.7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

令和６年

(2024年)

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

年少人口の割合

（人）

【参考】住民基本台帳 各年４月１日

778 
745 

698 697 
650 

6.7 6.4 6.2 6.0 5.6

8.0 7.6 7.4 7.1 6.8

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

200

400

600

800

平成30年

(2018年)

平成31年

(2019年)

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

出生数 東久留米市出生率 東京都出生率

（人）

【参考】東京都 人口動態統計
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（３）東久留米市の就学前人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前児童の人口は、概ね５,０００人程度で推移しています。 

 

 

（４）東久留米市の就学前人口の今後の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前人口は、減少していくことが推計されます。 

 

 

  

737 719 694 660 628 

824 811 778 745 706 

864 852 845 795 771 

950 896 898 880 823 

970 950 920 
904 

887 

995 970 958 
920 

918 

5,340 5,198 5,093 
4,904 

4,733 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和２年

(2020年)

令和３年

(2021年)

令和４年

(2022年)

令和５年

(2023年)

令和６年

(2024年)

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳

【参考】住民基本台帳 各年４月１日

（人）

621 623 623 623 624 

696 696 696 698 698 

764 765 765 765 767 

808 809 811 811 811 

863 865 865 866 867 

917 902 886 871 855 

4,669 4,660 4,646 4,634 4,622 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

令和７年

(2025年)

令和８年

(2026年)

令和９年

(2027年)

令和10年

(2028年)

令和11年

(2029年)

５歳

４歳

３歳

２歳

１歳

０歳

【参考】東久留米市第○次長期総合計画策定に係る基礎資料から推計

（人）
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２ 市内の幼児期の教育・保育施設の現状 

 

（１）認可保育所※１の施設数・定員・入所児童数 

※１ 認定こども園の保育所部分含む 

年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

公

立 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

私

立 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

合

計 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

※各年４月１日現在 

（２）認証保育所の施設数・定員・入所児童数 

年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

※各年４月１日現在 

（３）家庭的保育事業の施設数・定員・入所児童数 

年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

※各年４月１日現在 

（４）小規模保育事業の施設数・定員・入所児童数 

年度 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

※各年４月１日現在 

（５）幼稚園※２の施設数・定員・入所児童数 

※２ 認定こども園の幼稚園部分含む 

年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度 

施設数      

定員（人）      

入所児童数（人）      

※各年５月１日現在 
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３ ニーズ調査の結果 

 

本計画の策定にあたり、子育て中の意見やニーズを的確に反映するために、アンケート調査

を実施しました。 

調査結果の主なものを掲載します。 

 

【調査結果（グラフ）の見方】 

◎ 集計した数値（％）は、小数第２位を四捨五入し、小数第１位まで表示しています。 

そのため、質問に対する回答の選択肢が一つだけの場合、選択肢の数値（％）をすべて

合計しても、１００％にならないことがあります。 

◎ 回答者数を分母として割合（％）を計算しているため、複数回答の場合には、各選択肢

の割合を合計すると１００％を超えます。 

◎ 調査票の選択肢の文章は、要約して短く表現している場合があります。 

 

 

（１）子どもを見てもらえる親族・知人の有無 

 

 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が最も多く、５８.４％と 

なっています。次いで「いずれもいない」が２３.４％、「日常的に祖父母等の親族にみてもら

える」が１７.９％、「緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる友人・知人がいる」

が１２.４％と続いています。 

 

 

 

 

17.9 

58.4 

2.2 

12.4 

23.4 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,042

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

問 日頃、宛名のお子さんをみてもらえる親族・知人はいますか。 
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（２）気軽に相談できる人や場所 

 

 

 

気軽に相談できる人や場所が「いる／ある」が９２.３％、「いない／ない」が５.３％と 

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「配偶者やパートナー」が最も多く、８４.１％となっています。次いで「祖父母等の親族」

が７２.１％、「友人や知人」が６３.０％、「保育士」が３６.２％、「幼稚園教諭」が１２.８％

と続いています。 

 

 

 

 

 

 

  

問 お子さんの子育てをする上で、気軽に相談できる人はいますか。また、相談できる

場所はありますか。 

問 お子さんの子育てに関して、気軽に相談できる先は、誰（どこ）ですか。 

92.3 5.3 2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる／ある いない／ない 無回答

n=1,042

84.1 

72.1 

63.0 

9.0 

4.3 

4.0 

2.4 

36.2 

12.8 

0.1 

10.7 

1.6 

3.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=962（複数回答）

配偶者やパートナー

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子ども家庭支援センター

子育て支援施設（地域子ども家庭支援センター上の原、

地域子育て支援センターはこぶね館、児童館等）

市健康課・保健所

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当窓口

（市子育て支援課・児童青少年課）

その他【例】ベビーシッター、NPOなど

無回答
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（３）保護者の就労状況 

 

 

 

母親では「フルタイムで就労している」が最も多く、３７.８％となっています。次いで 

「現在は就労していない」が２３.１％、「パート・アルバイト等で就労している」が２２.６％

と続いています。 

父親では「フルタイムで就労している」が最も多く、９１.６％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.8 

91.6 

12.1 

0.8 

22.6 

0.5 

1.9 

0.0 

23.1 

0.8 

1.4 

0.0 

1.1 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（n=1,042）

父親

（n=1,042）

フルタイム（就労している）

フルタイム（産休・育休・介護休業中）

パート・アルバイト等（就労している）

パート・アルバイト等（産休・育休・介護休業中）

現在は就労していない

これまで就労したことがない

問 宛名のお子さんの保護者の現在の働き方（自営業、家族従事者含む）はどのような 

ものですか。 
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【１週当たりの就労日数】 

母親では、「５日」が最も多く、６９.４％となっています。次いで、「４日」が１３.２％、

「３日」が５.７％と続いています。 

父親では「５日」が最も多く、６８.７％となっています。次いで「６日」が２０.６％と 

続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１日当たりの就労時間】 

母親では、「８時間台」が最も多く、３０.６％となっています。次いで、「７時間台」が 

２１.９％、「６時間台」が１９.５％、「５時間台」が７.０％と続いています。 

父親では「９時間以上」が最も多く、５２.６％となっています。次いで「８時間台」が 

３６.７％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

問 週当たりの「就労日数」、１日当たりの「就労時間（残業時間を含む）」をお答えく

ださい。就労日数や就労時間が一定でない場合は、もっとも多いパターンについてお

答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前の状況についてお答え

ください。 

0.1 

0.0 

0.5 

0.1 

1.2 

0.1 

5.7 

0.7 

13.2 

1.2 

69.4 

68.7 

4.9 

20.6 

0.9 

2.4 

4.1 

6.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（n=775）

父親

（n=967）

１日未満 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 無回答

0.3 

0.0 

0.5 

0.0 

0.8 

0.0 

4.9 

0.0 

7.0 

0.4 

19.5 

0.3 

21.9 

2.3 

30.6 

36.7 

9.9 

52.6 

4.6 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（n=775）

父親

（n=967）

１時間台 ２時間台 ３時間台 ４時間台 ５時間台 ６時間台

７時間台 ８時間台 ９時間以上 無回答
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【家を出る時間】 

母親では、「８時台」が最も多く、４６.７％となっています。次いで、「７時台」が 

１９.２％、「９時台」が１８.７％と続いています。 

父親では「７時台」が最も多く、２８.４％となっています。次いで「８時台」が２７.４％、

「６時台」が１３.３％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【帰宅時間】 

母親では、「１８時台」が最も多く、３７.５％となっています。次いで、「１７時台」が 

１８.２％、「１９時台」が１５.４％、「１７時より前」が１５.２％と続いています。 

父親では「２０時台」が最も多く、２０.０％となっています。次いで「２２時以降」が 

１７.８％、「１９時台」が１６.６％と続いています。 

 

 

 

 

 

  

問 家を出る時刻と帰宅時刻をお答えください。時間が一定でない場合は、もっとも多

いパターンについてお答えください。産休・育休・介護休業中の方は、休業に入る前

の状況についてお答えください。 

0.8 

5.5 

2.6 

13.3 

19.2 

28.4 

46.7 

27.4 

18.7 

8.6 

3.7 

4.8 

8.3 

12.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（n=775）

父親

（n=967）

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答

15.2 

6.9 

18.2 

2.5 

37.5 

9.6 

15.4 

16.6 

3.1 

20.0 

1.3 

14.2 

0.9 

17.8 

8.4 

12.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（n=775）

父親

（n=967）

17時より前 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時以降 無回答
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（４）平日の定期的な幼児期の教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

「利用している」が８２.８％、「利用していない」が１６.５％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「認可保育所」が最も多く、５９.３％となっています。次いで「幼稚園」が２２．７％、

「認定こども園」が８．０％、「幼稚園の預かり保育」が６．１％と続いています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 お子さんは現在、幼稚園や保育園などの「定期的な教育・保育の事業」を利用 

されていますか。 

問 お子さんは、平日（月～金）、幼稚園や保育園などを利用していますか。 

年間を通じて「定期的に」利用している事業をお答えください。 

82.8 16.5 0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している 利用していない 無回答

n=1,042

22.7 

6.1 

59.3 

8.0 

3.7 

0.8 

0.3 

2.7 

1.2 

0.1 

0.9 

1.7 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

n=863（複数回答）

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育施設

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答
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「認可保育所」が最も多く、６０.３％となっています。次いて「幼稚園」が３８.１％、 

「幼稚園の預かり保育」が２５.７％、「認定こども園」が２１.１％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.1 

25.7 

60.3 

21.1 

7.8 

2.2 

3.5 

4.7 

1.6 

6.0 

9.6 

2.0 

2.5 

0.7 

0% 20% 40% 60%

n=1,042（複数回答）

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模保育施設

家庭的保育施設

事業所内保育施設

自治体の認証・認定保育施設

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育

ファミリー・サポート・センター

その他

どれも利用するつもりがない

無回答

問 現在、利用している、利用していないにかかわらず、宛名のお子さんの平日 

（月～金）の教育・保育の事業として、「定期的に」利用したいと考える事業を 

お答えください。 
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（５）小学校低学年のうちの放課後の過ごし方の希望 

 

 

 

小学校就学前の児童を持つ保護者に、小学校入学後の放課後の過ごし方の希望を訪ねた 

ところ、「学童保育」が最も多く、６８.１％となっています。次いで「自宅」が４５.７％、

「習い事」が３３.０％、「放課後子供教室」が２１.３％と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.7 

10.1 

33.0 

20.2 

68.1 

0.5 

21.3 

16.5 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80%

n=188（複数回答）

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学童保育

ファミリー・サポート・センター

放課後子供教室

その他（公園、学校の校庭など）

無回答

問 小学校低学年（１～３年生）のうちは、放課後（平日（月～金）の小学校終了後） 

の時間をどのような場所で過ごさせたいと思いますか。 
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（６）高学年になってからの放課後の過ごし方の希望 

 

 

 

 

小学校２年生の児童の保護者に、希望する放課後の過ごし方を訪ねたところ、「習い事」が 

最も多く、６６.４％となっています。次いで「自宅」が６６.０％、「その他（公園、学校の校

庭など）」が４３.８％、「放課後子供教室」が２９.１％と続いています。 

 

 

 

 

 

  

66.0 

12.7 

66.4 

24.6 

24.7 

0.6 

29.1 

43.8 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

n=639（複数回答）

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

学童保育

ファミリー・サポート・センター

放課後子供教室

その他（公園、学校の校庭など）

無回答

問 小学校２年生のお子さんについて、小学校高学年（４～６年生）になったら、 

放課後（平日（月～金）の小学校終了後）の時間をどのような場所で過ごさせたい

と思いますか。 
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第３章 基本事項 
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１ 幼児期の教育・保育及び子ども・子育て支援事業の量の見込み

の算出 
 

本市では、国が示す基本指針に即して、令和５年に実施した利用希望把握調査（ニーズ調査）

の結果をもとに、『市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」の算出等のため

の手引き』（平成２６年１月・内閣府）、『第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等における

「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版）』（平成３１年４月・内閣府）及び『第三期市町村

子ども・子育て支援事業計画等における「量の見込み」の算出等の考え方（改訂版Ｖｅｒ.１）』

（令和６年３月・こども家庭庁）に準じて、幼児期の教育・保育及び子ども・子育て支援事業

の量の見込みの推計を行いました。 

 

 

２ 幼児期の教育・保育及び子ども・子育て支援事業の提供区域の

設定 
 

市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会条件、現在の幼児期の教育・保育の利

用状況、幼児期の教育・保育を提供するための施設整備の状況等を総合的に勘案して、地域の

実情に応じて保護者や子どもが居宅から容易に移動することができる区域（幼児期の教育・保

育提供区域）を定める必要があります。 

本市では、「現状の利用実態に即しているため、計画と実績とのかい離が少ない」、「市全体の

広域的な観点で効率的な施設整備が図れ、一時的な需要の増減に対して柔軟な対応ができ、か

つ合理的な需給バランスの調整ができる」などの理由により、市の全域を一つの提供区域とし

ます。なお、放課後児童健全育成事業（学童保育）」に関しては、現状どおり、各小学校区を提

供区域とします。 
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＜地図＞ 
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３ 幼児期の教育・保育 
 

（１）幼児期の教育・保育の量の見込み 

計画期間における「幼児期の教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を定めます。市

内に居住する子どもについて、ニーズ調査により把握した「利用希望」を踏まえて次表の年度、

認定区分ごとに「量の見込み」を設定します。 

 

単位：人 

 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 １歳 ２歳 幼児期の教育の

利用希望が強い 
左記以外 

令和７年度       

令和８年度       

令和９年度       

令和１０年度       

令和１１年度       

 

 

（２）幼児期の教育・保育提供体制の確保の内容及びその実施時期 

（１）の「量の見込み」に対応するよう、年度ごとに「幼児期の教育・保育の提供体制の確

保の内容及び実施期間（確保方策）」を設定します。なお、国は「子育て安心プラン」により、

待機児童を解消することを推進しており、このことを踏まえ、特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業を整備していくことを目指します。 

 

【令和５年度 実績】 

○ページに記載の「市内の幼児期の教育・保育施設の現状」を参照してください。 

 

【今後の方向性】 

１号認定及び２号認定のうち幼児期の学校教育の利用希望が強い保護者のニーズに対しては、

幼児期の教育施設又は従来制度幼稚園において確保できる見込みです。 

また、２号認定及び３号認定の保育需要についても、特定教育・保育施設である認可保育所、

特定地域型保育事業である小規模保育施設及び家庭的保育施設、認可外保育所である認証保育

所及び企業主導型保育所の地域枠において確保できる見込みです。 
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単位：人 

令和７年度 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 １歳 ２歳 幼児期の教育

の利用希望が

強い 
左記以外 

①量の見込み       

②

確

保

方

策 

特定教育・保育施設（※１）       

従来制度幼稚園（※２）       

特定地域型保育事業（※３）       

認可外保育所（※４）       

②－①      

 

令和８年度 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 １歳 ２歳 幼児期の教育

の利用希望が

強い 
左記以外 

①量の見込み       

②

確

保

方

策 

特定教育・保育施設（※１）       

従来制度幼稚園（※２）       

特定地域型保育事業（※３）       

認可外保育所（※４）       

②－①      

 

令和９年度 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 １歳 ２歳 幼児期の教育

の利用希望が

強い 
左記以外 

①量の見込み       

②

確

保

方

策 

特定教育・保育施設（※１）       

従来制度幼稚園（※２）       

特定地域型保育事業（※３）       

認可外保育所（※４）       

②－①      
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単位：人 

令和１０年度 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 １歳 ２歳 幼児期の教育

の利用希望が

強い 
左記以外 

①量の見込み       

②

確

保

方

策 

特定教育・保育施設（※１）       

従来制度幼稚園（※２）       

特定地域型保育事業（※３）       

認可外保育所（※４）       

②－①      

 

令和１１年度 

１号 ２号 ３号 

３～５歳 

３～５歳 

０歳 １歳 ２歳 幼児期の教育

の利用希望が

強い 
左記以外 

①量の見込み       

②

確

保

方

策 

特定教育・保育施設（※１）       

従来制度幼稚園（※２）       

特定地域型保育事業（※３）       

認可外保育所（※４）       

②－①      

 

※１ 市より、施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所 

※２ 市より、施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けていない幼稚園 

※３ 市より、地域型保育給付費の支給に係る施設として確認を受けた小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保

育 

※４ 市が運営費支援等を行っている認可外保育施設等（認証保育所）及び企業主導型保育所の地域枠 
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４ 子ども・子育て支援事業に関する事項 
 

（１）利用者支援に関する事業 

子育て中の親子や妊婦等が、幼稚園・保育所、保健施設等の施設あるいは地域の子育て支

援事業の中から必要な支援を選択して円滑に利用できるように、行政窓口その他の場所で専

任職員が情報提供、相談、援助を行い、関係機関との連絡調整を行う事業です。 

 

【令和５年度 実績】 

特 定 型 ０００人 

母子保健型 ０,０００人 

 

【今後の方向性】 

 

[特定型] 

市役所の窓口に１か所設置し実施していきます。幼稚園や認定こども園、保育所等も含めた

子育て支援に係る施設や事業について、幅広い情報収集を行い効果的な情報提供に努めます。

また、保護者の個別ニーズを把握し、利用支援や助言、保健施設等の関係機関との連絡調整を

実施していきます。 

 

[母子保健型] 

わくわく健康プラザ内健康課を中心に、関係機関と連携しながら妊娠期から子育て期（就学

前まで）にわたる切れ目ない支援を図ります。妊婦面接を充実し、要支援家庭を妊娠早期から

把握し、早期支援に結びつけます。妊婦から乳幼児の健康や育児等の相談を随時受け、個別ニ

ーズに応じた相談・助言等を行うとともに、必要時には関係機関と連携しながら子育て支援を

行うことを継続していきます。 

 

［特定型］ 

単位：か所 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②－①      

 

［母子健康型］ 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②－①      
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（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

２号認定又は３号認定を受けた子どもが、保護者の勤務条件や家庭の事情等により、利用

時間以外の時間に保育を必要とする場合に、認定こども園、保育所等において保育を実施す

る事業です。 

 

【令和５年度 実績】 

０，０００人 

 

【今後の方向性】 

時間外保育事業については、計画期間中の量の見込みに対し、提供体制が確保できるものと

考えています。今後も継続して実施していきます。 

 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②－①      

 

 

（３）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者が出産や病気等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難にな

った子どもに対し、市が委託する児童養護施設に子どもを預け必要な保護を行う事業です。

宿泊を伴う場合もあります。 

 

【令和５年度 実績】 

０００人日 

 

【今後の方向性】 

子育て短期支援事業については、現行の事業実施により量の見込みに対応できている状況で

す。今後も事業の周知に努めながら、実施していきます。 

 

単位：人日 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②－①      
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（４）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業等） 

 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を保健師又は助産師が訪問し、育児に関する不

安や悩みの傾聴、子育て支援に関する情報提供、乳児及びその保護者の心身の様子や養育環

境の把握、支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整等の支援

を行う事業です。 

 

【令和５年度 実績】 

０００人日 

 

【今後の方向性】 

現行の事業実施により量の見込みに対応できている状況です。産後うつ・虐待・育児困難等、

問題が多様化している家庭も多く、本事業を行うことにより、家庭や育児状況の把握、早期か

らの支援につながっていると考えます。今後も早期から適切な育児支援が受けられるよう、出

産後に全ての家庭を訪問し、育児不安の軽減や虐待予防に努めていきます。 

 

単位：①人、②件 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②訪問数      

訪問率（②／①） ％ ％ ％ ％ ％ 

確保方策 

実 施 体 制：１２人 保健師（正規・会計年度任用職員７人、委託助産師

５人） 

実 施 機 関：福祉保健部健康課 

委託団体等：公益社団法人東京都助産師会 東久留米・清瀬・西東京地区

分会 

 

 

（５）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会 

その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業 

家庭における安定した養育が実施できるよう、養育について支援が必要な家庭に対し、 

訪問による具体的な育児に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行います。 

 

【令和５年度 実績】 

０００件 

 

【今後の方向性】 

育児不安の解消や養育技術の提供等のため、母子保健活動や乳児全戸訪問事業をはじめとし

た健康診査事業等と連携しながら支援を要する家庭の把握、支援を図ります。引き続き、養育

支援訪問事業をより利用しやすいよう相談できる窓口として、事業周知を図っていきます。 
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専門相談支援については、迅速かつ適切な対応が求められることから、関係機関との連携を

強化するとともに、研修等を活用し対応職員の養成を継続します。また、必要に応じた育児・

家事援助についても継続していきます。 

単位：件 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み 
（延べ訪問件数） 

     

確保方策 
実施体制：こども家庭センター職員 

実施機関：東久留米市こども家庭センター 

（６）子育て世帯訪問支援事業 

 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

   

（７）児童育成支援拠点事業 

 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

（８）親子関係形成支援事業 

 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

（９）妊婦等包括相談支援事業 

 

   

   

【今後の方向性 
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（１０）地域子育て支援拠点事業 

小学校就学前の児童とその保護者が集まり、一緒に遊びながら交流するふれあいの場を提

供するとともに、子育てに役立つ情報をお知らせするほか、子育てに関する悩みについての

相談を行います。 

 

【令和５年度 実績】 

０,０００件 

 

【今後の方向性】 

地域子育て支援拠点事業については、地域における子育て支援拠点として定着していること

から、事業周知を強化し、既存の施設の有効活用を図ります。今後もこども家庭センターなど

の子育て関連施設や幼稚園、保育所における地域活動の利用状況、利便性などを踏まえ、事業

内容について検討していきます。 

 

単位：①人回、②か所 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

量の見込み      

確保方策      

（１１）病児保育事業（病児・病後児保育事業） 

子どもが病中又は病気の回復期であって、集団保育が困難で医師が必要と認めた期間、医

療施設等に付設された専用スペースで、一時的に保育及び看護ケアを実施する事業です。 

 

【令和５年度 実績】 

０００人日 

 

【今後の方向性】 

病児保育事業については、現行の事業実施により量の見込みに対応できるものと考えていま

す。利用実績に鑑みて、より多くの利用が図られるよう、さらなる事業周知を図っていきます。 

単位：人日 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②－①      

（１２）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

子育てのお手伝いをしたい会員（サポート会員）と、子育てのお手伝いを受けたい会員

（ファミリー会員）による、組織的な相互援助活動（有償ボランティア活動）です。事前に

事業説明会に参加し、入会する必要があります。ファミリー会員からの利用希望があった場

合に、センターがサポート会員と連絡調整して、援助活動につなげていきます。 
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【令和５年度 実績】 

ファミリー会員：０００名、サポート会員：０００名、両方会員：０名 計０００名 

活動件数：０,０００人日 

 

【今後の方向性】 

事業者と協力し、ファミリー・サポート・センター事業を支えるサポート会員数及び両方会

員数の増加を目指し、イベントの開催、市広報、市ホームページ、事業者の広報及びホームペ

ージを通じて、事業の更なる周知に努めます。 

サポート会員数及び両方会員数の増加による１人当たりの年間活動件数の増加を目指します。 

サポート会員数及び両方会員数の増加を図り、量の見込みに対応する提供体制を整えていき

ます。 

単位：人日 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②確保方策      

②－①      

（１３）一時預かり事業 

急な用事等、家庭で一時的に保育が困難になった場合に、幼稚園や保育所等で子どもを預

かる事業です。なお、幼稚園での教育標準時間前後の預かり保育も一時預かり事業に含めて

います。 

 

【令和５年度 実績】 

預かり保育・一時預かりとして、００,０００人日 

 

【今後の方向性】 

幼稚園や認定こども園における在園児に対する一時預かり事業については、計画期間中にお

いて十分な提供体制の確保ができるものと考えています。在園児対象型を除く一時預かり事業

についても、施設に積極的に働きかけを行い、量の見込みに対応する供給量の確保を目指しま

す。ファミリー・サポート・センター事業の今後の方向性については子育て援助活動支援事業

に記載しているとおりです。 

 

①一時預かり事業（幼稚園型）※１ 

（幼稚園や認定こども園における在園児対象の一時預かり（預かり保育※２含む）） 

単位：人日 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の 

見込み 

１号認定      

２号認定      

②確保方策      
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②－①      

②一時預かり事業（①以外） 

単位：人日 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

②

確

保

方

策 

一時預かり事業 

（在園児対象型を 

除く） 
     

ファミリー・ 

サポート・ 

センター事業 

（就学前児童） 

     

②－①      

 

※１ 一時預かり事業：市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業として位置付けられ、市が上記の保育の提供について、

幼稚園又は認定こども園に委託し実施する事業（幼稚園型一時預かり事業） 

※２ 預 か り 保 育：私立幼稚園で保育開始前及び終了後に、幼稚園の教育標準時間（４時間）以上、子どもを預けたい希望

がある家庭に対して保育を提供する事業 

（１４）妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

妊婦の健康の保持及び増進を図り、安心・安全な出産に資するよう、母子保健法第１３

条に基づき実施している事業です。 

現在、本市においては、妊娠確定後、妊娠届を提出し母子健康手帳の交付を受けた方に、

妊婦健康診査○回分と妊婦超音波検査○回分、妊婦子宮頸がん検診○回分を一部公費で受

診できる受診票をお渡ししています。 

 

【令和５年度 実績】 

００,０００回 

 

【今後の方向性】 

妊婦の健康管理を図り、安心・安全な出産に資する重要な事業であるため、継続して実施し

ていきます。また、母子健康手帳交付時や妊婦面接時、ホームページ等で、妊婦健康診査受診

の必要性についての周知を継続していきます。 

単位：件 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み 
（受診票件数） 

     

②１人あたりの 

健康診査回数 
     

総健康診査回数※１ 

（①×②） 
     

確保方策 

実施場所：委託医療機関 

実施時期：通年実施 

実施体制：個別 

検査内容：国が定める基本的な妊婦検診項目（体重・血圧・尿・血液検査

他） 
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（１５）放課後児童健全育成事業（学童保育） 

保護者の就労等の理由で、放課後や長期休業中に保護者不在の小学生に対して、自主性、

社会性及び創造性の向上や基本的な生活習慣の確立等を図り、健全な育成を図る事業です。 

 

【令和５年度 実績】 

０００人 

 

【今後の方向性】 

令和２年度以降は、小学校１２地区すべての地区において、利用希望者が現在の定員を超え

る見込みです。これらの施設においては、小学校施設の借用等により、量の見込みに対応する

提供体制の確保を目指していきます。 

 

【延長育成について】 

学童保育の課題である延長育成については、令和元年８月策定の「東久留米市立学童保育所

の民間活力の導入に係る実施計画」に基づき、金山学童保育所及びくぬぎ第一・第二学童保育

所の３学童保育所の運営に令和２年４月から民間活力を導入し、対応していきます 

 

【安全・安心な育成について】 

令和２年４月より市内の学童保育所は直営と民間事業者による運営となりますが、いずれの

学童保育所も、国が策定した「放課後児童クラブ運営指針」を遵守することで育成支援の質を

確保し、異年齢児童との交わり等を通じて子どもの自主性や社会性の向上を図るという学童保

育所の役割を果たしていきます。また、職員に対しては、「東久留米市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例」に基づく適正な配置の下、活動時及び登降所時の

事故やケガの防止についての研修を充分に行い、安全に留意して育成支援を行っていきます。

学童保育所における育成支援の内容についても、毎月のおたより等を通じて、児童の保護者に

お伝えしていきます。 

 

 

【第一小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      
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６年生      

②確保方策      

②－①      

 

【第二小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

【第三小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

【第五小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      
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②確保方策      

②－①      

 

【第六小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

 

【第七小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

【第九小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      



 

44 

 

②確保方策      

②－①      

 

【第十小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

 

【小山小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

【神宝小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      
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②確保方策      

②－①      

 

【南町小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

 

【本村小地区】 

単位：人 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 

①量の見込み      

 

１年生      

２年生      

３年生      

４年生      

５年生      

６年生      

②確保方策      

②－①      

 

 

（１６）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

・教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助 

特定教育・保育施設、または地域型保育事業の利用の際に、教育・保育に係る日用品、

文房具その他必要な物品の購入等に要する費用や行事への参加に要する費用等の実費徴

収が行われた場合について、保護者の世帯の所得状況等を勘案し、市が定める基準に該

当したときに、その実費徴収の一部を助成する事業です。 

・施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助 

幼稚園等の利用の際に、食事の提供（副食の提供に限る）にかかる実費徴収が行われた

場合について、保護者の世帯の所得状況等を勘案し、市が定める基準に該当した時に、
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その実費徴収の一部を助成する事業です。 

【令和５年度 実績】 

０人 

 

【今後の方向性】 

低所得者世帯の保護者負担軽減により、当該世帯の乳幼児の教育・保育の利用が図られるよ

う、引き続き事業を実施していきます。令和元年１０月より実施された幼児教育・保育の無償

化にあわせ、幼稚園等に通う施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補

助が実施されました。保護者の方々が幼稚園等をより利用しやすくなるよう、事業を実施して

いきます。 

 

（１７）多様な主体が子ども・子育て支援新制度に参入することを促進する

ための事業 

子ども・子育て支援新制度において、多様な事業者の技術、手法、経験などを活用し、

特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

【令和５年度 実績】 

所管課において、事業者に対する支援等を実施した。 

 

【今後の方向性】 

これまでも、幼稚園や保育所等からの相談は、所管課にて受け付け、手続きに係る支援や助

言を行ってきました。引き続き市内において、多様な事業者がその技術、手法、経験等を活用

しながら幼児期の教育・保育施設等に参入し、円滑に事業が実施できるよう、事業者に対する

支援、相談及び助言等を行います。 

 

（１８）産後ケア事業 

 

 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

（１９）こども誰でも通園制度 

 

 

 

【今後の方向性】 



 

47 
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５ 幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進体制の確保の内容 
 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況や働き方の変化等

によらず、柔軟に子どもを受け入れることができる施設です。中でも幼保連携型認定こども園

は「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づき、幼児期の教育と保育を一体的に提供

していく施設であり、「幼稚園教育要領」に基づき教育を行う幼稚園、「保育所保育指針」に基

づき保育を実施している保育所とともに、子ども・子育て支援新制度においても特定教育・保

育施設として幼児期の教育・保育を担う重要な施設です。認定こども園には、幼保連携型以外

にも、幼稚園型、保育所型、地方裁量型といった類型があり、それぞれの特性を生かして、生

涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な幼児期の教育・保育を担っており、認定こども園の推

進、普及は子どもの健やかな育ちを支える上で、重要な方向性であると考えられます。 

本市では、現在の幼児期の教育・保育の利用状況や保護者の利用希望に沿って、幼児期の教

育・保育の適切な利用が可能となるよう、幼稚園から認定こども園への移行に必要な支援及び

認定こども園の普及を図るため、次の内容に取り組みます。 

 

 

○ 幼稚園設置者等に対し、認定こども園に関する情報提供を適宜行い、移行を支援します。 

○ 幼稚園教諭と保育士の合同研修等、必要な支援に努めます。 

○ 教育・保育施設及び地域型保育事業者の相互の連携・接続、並びに認定こども園、幼稚

園及び保育所と小学校等との連携を推進します。 

○ 特別な支援を要する子どもや外国につながる子ども等、配慮を要する子ども及び保護者

に対し、それぞれの事情に応じた丁寧な支援に取り組み、必要な情報提供、関係機関と

の連絡調整を適切に行うことで、子育て支援事業と相まった、幼児期の教育・保育の一

体的提供を推進していきます。 
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６ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 
 

令和元年１０月から実施の幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに子育てのための施設等利

用給付が創設されました（概要については○ページを参照してください）。 

この給付の実施に当たっては、現行の子どものための教育・保育給付の手法を踏襲しつつ、

保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案し、公正かつ適正な給付を行います。 

 

 

 

 

 

 

また、本市では案内パンフレット等の作成・配布により、制度や申請手続きについての周知

に努めています。 
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第４章 その他の事項 
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１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円

滑な利用の確保 
 

現在、０歳児の子どもの保護者が、保育所等への入所時期を考慮して育児休業の取得をため

らったり、取得中の育児休業を途中で切り上げたりする状況があるとされることを踏まえ、育

児休業満了時（原則、職場に復帰するケースが多い、子どもが１歳到達時）からの特定教育・

保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望する保護者が、育児休業満了時から利用できる

ような環境を整備することが重要です。 

本市では、次の取り組みにより円滑な利用の確保に努めていきます。 

 

 

（１）情報提供の推進 

産前・産後の休業及び育児休業後に、職場への復帰が希望に応じて円滑に行われるよう、利

用者支援事業等を活用し特定教育・保育の利用を希望する方への情報提供を進めます。 

 

（２）保育需要に応じた定員の拡充 

育児休業からの復帰に関する保育需要が見込まれる１歳児の定員に関し、認可保育所の定員

拡大や小規模保育施設の整備による提供体制の確保に努め、希望する乳幼児が保育を受けられ

る体制を整えます。 
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２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する東

京都や関係機関との連携 
 

（１）児童虐待防止対策の充実 

児童虐待は、子育て家庭の孤立化や不安・負担の解消を図ることが何よりの防止策です。本

市では、こども家庭センターを中心に、福祉、医療、保健、教育等の関係諸機関と連携し、子

どもの生活環境や心身の状態等から虐待の兆候をとらえ、未然に防止できるよう、母子健康手

帳発行時点から産後の育児支援を見据えた支援を行います。また、児童虐待の早期発見・早期

対応に備えるとともに、関係諸機関や小平児童相談所等の専門機関と協力し、虐待を受けてい

る子どもの保護や保護者に対する援助を行います。 

 

 

児童虐待の発生予防・早期発見のために 

○ 体罰や暴言・暴力、子どもの前での夫婦喧嘩などが子どもに及ぼす悪影響やネグレクト

についての周知・啓発を推進します。 

○ 乳幼児健康診査未受診者及び受診後に経過観察等が必要な者、未就園・未就学の子ども

に関する安全確認を行います。 

○ 乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業等）の実施を通じた養育支援を必要

とする子どもや家庭の早期把握と、支援を必要とする場合には養育支援訪問事業等の適

切な支援につなげる等の対応に努めます。 

○ 相談窓口の周知を含めた、相談・支援につながりやすい仕組みを整備します。 

○ 支援を要する妊婦・子どもを発見した医療機関や学校、福祉関係者等と市町村が効果的

に情報の提供及び共有を行うための連携体制の構築を進めます。 

 

 

児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

○ 地域の関係機関が情報の収集及び共有により、支援の内容を協議する要保護児童対策地

域協議会の取り組みを強化します。 

○ 子育てが孤立化することを防ぐため、利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業等の利

用を促進するなど、子育て支援サービス等の地域資源の充実を図ります。 

○ 子育て短期支援事業の確保に努めるとともに、児童養護施設との連携、こども家庭セン

ターの活用等、社会的養護の地域資源を地域の子ども・子育て支援に活用するために連

携していきます。 
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（２）特別な支援を要する子どもへの施策の充実等 

特別な支援が必要な子どもへの療育等については、乳幼児健診をはじめとする母子保健活動、

その他様々な事業を通じて、子どもとその保護者に対する支援が適切に行えるよう施策を進め

ます。 

相談事業においては、保護者が子どもの発達の遅れや障害・病気等についての不安を軽減で

きるよう、発達相談や就学相談を行います。 

また、東京都や医療機関等の専門機関との連携を進め、地域での自立生活を支える総合的な

支援を引き続き推進するとともに、医療的ケア児（日常生活を営むために医療を要する状態に

ある子ども）が身近な地域で必要な支援を受けられるよう、総合的な支援体制の構築に向け、

関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された専門員等の配置を推進します。 

学校教育においては、校内委員会・特別支援コーディネーターの配置のほか、特別支援学級、

特別支援教室を設置し、特別な支援の必要な児童、生徒一人ひとりのニーズに対応した特別支

援教育を実施します。 

 

 

【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 

早期発見の取り組みの

充実 

各健診の結果、経過観察健診として、発育・発達の経過観察を

行っています。また、臨床心理士による心理経過観察健診や児童

精神・小児神経の専門医による発達健診を行い、障害等の早期発

見・早期療育を図ります。 

継続支援が必要な場合には、関係機関と連携しながら調整して

います。 

【関係機関等】 健康課 

障害児保育の充実 保育所での障害児保育を充実するために、わかくさ学園等の専

門的施設・機関と連携し、障害のある乳幼児に対し、早期治療や

個々の発達状況に応じた保育を提供できるよう体制の充実を図り

ます。 

【関係機関等】 子育て支援課 

障害児療育の充実  わかくさ学園（発達相談室を含む）で、障害のある子ども及び

発達に課題のある子どもの早期療育を図り、養護者の相談支援を

行います。保育所や学校をはじめ関係機関との連携を強め、１８ 

歳までの切れ目のない支援体制を構築していきます。 

【関係機関等】 障害福祉課 
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【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 

特別支援教育の実施  特別支援教育を円滑に推進するため、各学校において特別支援

コーディネーターを中心に校内委員会での協議や関係諸機関との

連携等に取り組み、児童、生徒一人ひとりに応じた指導及び支援

の充実を目指していきます。 

また、教育活動全般において特別な指導を必要とする児童、生

徒を対象とする固定学級（知的障害）を小学校４校、中学校３校

に設置し、固定学級（自閉症・情緒障害）を小学校２校に設置し

ています。更に、教育活動の一部において特別な指導を必要とす

る児童、生徒を対象とする特別支援教室を全小中学校に設置し、

通級指導学級（言語障害）を小学校１校に、通級指導学級（難

聴）を小学校１校、中学校１校に設置して指導・支援を行ってい

ます。 

【関係機関等】 指導室 

学童保育所への障害児

受け入れ 

放課後児童健全育成事業（学童保育）における特別な支援を要

する児童の受け入れをしていきます。 

特別な支援を要する児童への対応については、当該児童二人に

つき職員一人を配置するなど、育成支援体制の充実を図ります。 

また、学童保育所では障害児へ対応する必要があるため、研修等

を通じて、学童保育所職員の資質向上を図ります。 

なお、入所にあたっては、東久留米市立学童保育所入所基準等

に基づき、受け入れに配慮していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

 

〈関係計画〉 

・東久留米市障害者計画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画 

・東久留米市第２次教育振興基本計画 

・東久留米市特別支援教育推進計画 

 

 

  



 

55 

 

（３）ひとり親家庭の自立支援 

ひとり親家庭について、相談支援や生活支援等、ニーズに合わせた支援を関係各機関ととも

に行います。特に乳幼児を抱えるひとり親家庭では、子育てをはじめ生活全般にわたる精神的、

経済的負担が大きいことから、本市では、各種手当てや助成、給付金等の制度を活用して経済

的自立を支援するとともに、就労支援等の生活全般の自立に向けた総合的な取り組みを行いま

す。 

【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 

ひとり親家庭ホームヘ

ルプサービス事業 

ひとり親家庭に一定期間ホームヘルパーを派遣し、日常生活の

世話等必要なサービスを提供しています。 

【関係機関等】 児童青少年課 

母子及び父子並びに寡

婦自立促進事業 

生活保護就労支援員と協力して自立のための相談支援を実施し

ています。現状を維持しながら、生活保護就労支援員と調整・連

携を図り、自立促進計画の策定を引き続き実施していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

児童扶養手当支給事業  母子家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進を目的に、１８歳

未満（障害児は２０歳未満）の児童を養育している一定の所得基

準以下の母子家庭等に手当を支給しています。法定受託事務とし

て今後も実施していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

児童育成手当支給事業  ひとり親家庭等の生活の安定と児童の福祉の増進のために、 

１８歳未満（障害児は２０歳未満）の児童を養育している一定の

所得基準以下のひとり親家庭等に手当を支給しています。財源を

負担する東京都の条例に基づき今後も実施していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

ひとり親家庭等医療費

助成事業 

 ひとり親家庭等の父、母及び児童、養育者及び養育者が養育す

る児童に対して、国民健康保険等各法の規定により医療費の給付

が行われた場合における医療費のうち被保険者が負担すべき額の

一部を負担します。財源の一部を補助する東京都の補助要綱に準

じて今後も実施していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

ひとり親家庭住宅手当 

助成事業 

 民営の借家住まいのひとり親家庭に対し、住宅費の一部を助成

します。 

市単独事業として実施しており、高齢者・障害者住宅手当の支

給要件との整合性を図りながら実施していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

母子家庭及び父子家庭

自立支援給付金事業 

 母子家庭の母及び父子家庭の父を対象に、指定の教育訓練講座

の受講料の一部を助成する他、看護師や介護福祉士等の資格取得

に対する支援を行っています。今後もこの事業を通じて積極的に

就業支援を行っていきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 
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【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 

母子保護の実施事業 市内在住の配偶者のない女子等に福祉に欠けるところがある場

合に、申し込みにより、母子生活支援施設への入所手続きを行い

ます。制度として確立しているものではありますが、入所中の世

帯の状況に合った方策により、いかに自立させていくかが課題で

あり、内容の充実を図りながら実施していきます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

ひとり親家庭に対する

相談体制の強化 

ひとり親家庭の相談は、母子・父子自立支援員を２人配置して

実施しています。教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金事

業、東京都母子及び父子福祉資金、東京都女性福祉資金の貸付等

の制度は確立しているので、必要な人に必要な支援が届くよう、

ひとり親サービス利用者への説明と、広報や市ホームページ等を

活用した幅広い情報提供に努めます。 

【関係機関等】 児童青少年課 

 

〈関係計画〉 

・東久留米市地域福祉計画 
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３ 労働者の職業生活と家庭生活の両立のための雇用環境の 

整備に関する施策との連携 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

子育てが円滑に取り組まれるためには、男女ともに仕事と生活の調和がとれた生活を営むこ

とが大切です。仕事と生活の調和の実現について、国は「ワーク・ライフ・バランス憲章」、

「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、労使をはじめ国民が積極的に取り組む

こと、国や地方公共団体が支援すること等により、社会全体の運動として広げていく必要があ

るとされています。 

本市では平成２９年に策定した「東久留米市第３次男女平等推進プラン」において、仕事と

生活が調和し、男女が共に能力を発揮できる活力ある社会の実現に向け、仕事の時間と家庭や

地域活動、自己実現等の時間を自分の望むバランスで取れる生活を送れるよう仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）の推進のための啓発に取り組むこととしています。 

雇用機会均等法や育児・介護休業法等の法律や制度整備・充実は進んでいるものの、依然と

して育児休業を取得しづらい職場環境が残っていたり、休業後の職場復帰や子どもの病気の際

の配慮不足、長時間勤務の常態化は続いています。 

本市では、企業・地域の子育てに対する理解と配慮を深めるための意識啓発を進めるととも

に、各種制度がより利用しやすいものになるよう、今後も関係部署、市内事業所等をはじめと

する民間団体、ＮＰＯ等と連携して、ワーク・ライフ・バランスが実現するための取り組みを

進めます。 

 

 

（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備 

幼児期の教育・保育施設、放課後児童健全育成事業（学童保育）及び子育て援助活動支援事

業等の充実を図り、多様な就労状況に対応した子育て支援に努めていきます。 

 

 

【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 

行政機関内部での 

支援事業 

 事業主として特定事業主行動計画を策定し、子育てに関する制

度の周知徹底、職員の妊娠中及び出産後における配慮の充実、男

性の育児参加支援、育児休業を取得しやすい環境の整備等に取り

組みます。 

【関係機関等】 職員課 

女性の再就職支援  女性の再就職のための情報提供及び講座の充実を図ります。 

【関係機関等】 生活文化課、産業政策課 
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【具体的な事業】 

事業名 事業の内容 

女性の起業に関する 

情報提供・支援 

 関係機関と連携し、起業に関する知識や手法についての情報提

供及び講座を実施します。また、起業した女性のネットワークづ

くりへの支援を行います。 

【関係機関等】 生活文化課、産業政策課 

男性の家事・育児・ 

介護等への意識啓発 

及び参画の促進 

 男性向けの家事・育児・介護等に関する啓発及び講座の充実を

図ります。また、関係各課と連携し、制度等の情報提供及び自主

学習グループへの支援を行います。 

【関係機関等】 生活文化課、子育て支援課、生涯学習課 

市内事業所への男女 

共同参画の啓発 

 東京都や関係機関と連携し、市内事業所への男女平等意識の啓

発やハラスメント防止等、男女共同参画施策の周知及び啓発を行

います。 

【関係機関等】 生活文化課、産業政策課 

関係法令、各種制度の 

周知と啓発 

 関係法令、各種制度の資料を有効活用し、さまざまな機会を捉

え、周知及び啓発を行います。 

【関係機関等】 生活文化課、産業政策課 

 

〈関係計画〉 

・東久留米市第４次男女平等推進プラン 

・東久留米市次世代育成支援特定事業主行動計画 
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第５章 計画の推進 
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１ 計画の推進体制 
 

（１）子育て中の家庭、地域社会、事業主、行政等の連携・協働 

子ども・子育て支援法の基本理念にあるように、子ども・子育て支援は、家庭、学校、地域、

職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相

互に協力して行っていくことが重要です。 

本計画の推進にあたって、市の関連部署と連携して横断的な施策に取り組むとともに、子育

て中の家庭をはじめとして、幼稚園・認定こども園・保育所等の子ども・子育て支援事業者、

学校、企業、市民と連携・協働して、多くの方の意見を取り入れながら取り組みを広げていき

ます。また、社会情勢の急速な変化にも柔軟に対応し、事業への的確な反映に努めるとともに、

新たな課題についても、積極的に早期に取り組んでいきます。 

 

（２）計画の周知、情報提供 

本計画の推進において、子育て中の家庭、事業者、関係機関、その他多くの市民の理解と協

力は欠かせません。幼児期の教育・保育施設及び地域型保育事業、子育て支援事業等の子ど

も・子育て関連施設情報や事業内容、計画の進捗状況等について、市民や保護者、事業者等に、

利用者支援事業や広報・市ホームページ、パンフレット等を通じて、幅広く情報を提供し、周

知に努めます。 

 

２ 進捗状況の管理 
 

本計画に基づく施策の進捗状況に加え、計画全体の成果についても点検・評価することが重

要であると考えます。点検・評価にあたっては、毎年度、基本事項の幼児期の教育・保育施設、

地域子ども・子育て支援事業に係る利用状況、施設の確保方策の進捗状況を中心に取りまとめ、

東久留米市子ども・子育て会議の意見を聴取しながら進めていきます。なお、必要に応じ、本

計画の見直し（中間年度など）も検討していきます。 

また、点検・評価結果は市ホームページ等で公表していきます。子ども・子育て支援の推進

については、柔軟で総合的な取り組みが必要であることから、ＰＤＣＡ サイクル※用語解説に基づ

き、進行管理を行い、事業の改善につなげていきます。 

 

①ＰＬＡＮ（計画の策定） 
子ども・子育て会議の審議等を踏まえ、 
計画を定めます。 
②ＤＯ（事業の実施） 
立案した計画に従い、様々な主体との 
連携・協働により事業を実施します。 
③ＣＨＥＣＫ（実施状況の評価・検証） 
事業の実施状況を評価・検証します。 
④ＡＣＴ（評価結果を活用） 
評価結果を踏まえ、より効果的な実施方法を 
検討し、必要に応じて見直しを行います。 
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資料編 
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１ 用語解説 
 

用 語 解 説 

子ども・子育て関連３法 平成２４年８月に成立・公布された、「子ども・子育て支援

法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律の一部を改正する法律」（「認定こども園

法」の一部改正）、「子ども・子育て支援法及び就学前の子ど

もに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律」（「子ども・子育て支援法」の施行に伴い、関係する

児童福祉法等、５５件の法律の規定を整備するとともに、所

要の経過措置を定める。） 

市町村子ども・子育て支

援事業計画 

内閣総理大臣が定めた基本指針に即して、すべての市町村が

定める５年間の計画期間における、幼児期の学校教育・保

育・地域の子育て支援事業の提供体制の確保、その他子ど

も・子育て支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画。

子ども・子育て支援法第６１条に規定されている。 

ＰＤＣＡサイクル 事業の計画を立て（ＰＬＡＮ）、計画に基づいて事業を実施し

（ＤＯ）、実施した事業を評価し（ＣＨＥＣＫ）、改善（ＡＣ

Ｔ）が必要な部分はないか検討し、次の計画策定に資すると

いう管理手法 

 

 

２ 東久留米市子ども・子育て支援事業計画（第 2期）進捗状況 
東久留米市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価結果を市ホームページで公表しています。 

https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/sesaku/keikaku/1008588.html 
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３ 計画策定までの経過 
 

（１）東久留米市子ども・子育て会議における審議等 

子ども・子育て支援法の基本理念にあるように、子ども・子育て支援は、家庭、学校、地域、

職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相

互に協力して行っていくことが重要です。 

 

【令和５年度】 

開催回 開催日時 主な議題 

第１回   

第２回   

第３回   

第４回   

 

【令和６年度】 

開催回 開催日時 主な議題 

第１回   

第２回   

第３回   

第４回   

 

 

（２）東久留米市子ども・子育て支援ニーズ調査実施 

 

調査対象 調査期間 

  

  

  

  

 

（３）計画（素案）へのパブリックコメント実施 

 

件名 実施期間 
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４ 東久留米市子ども・子育て会議条例 
 

東久留米市子ども・子育て会議条例 

平成２５年東久留米市条例第２４号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」という。）第７２条 

第１項及び第３項の規定に基づき、東久留米市子ども・子育て会議（以下「会議」という。）

を設置する。 

 

（用語の意義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 

 

（所掌事項） 

第３条 会議は、東久留米市長（以下「市長」という。）の諮問に応じて、東久留米市（以下 

「市」という。）における次に掲げる事項について処理する。 

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する法第３１条第２項の規定に基づく事項 

（２）特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する法第４３条第２項の規定に基づく事項 

（３）子ども・子育て支援事業計画に関する法第６１条第７項の規定に基づく事項 

（４）子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当

該施策の実施状況の調査審議に関する事項 

（５）保育料その他の子ども・子育て支援に関する施策に係る事項並びにこれに関連する給

付及び事業の扱いに関する事項 

 

（組織） 

第４条 会議は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。 

（１）市内に在住し、子ども・子育て支援に関する事業を利用する児童の保護者 ３人以内 

（２）市内において子ども・子育て支援に関する事業を実施する者 ３人以内 

（３）学識経験者 ２人以内 

（４）子ども・子育て支援に関わる行政機関の職員 ２人以内 

（５）公募による市民 ２人以内 

２ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の 

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を 

代理する。 

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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（議事） 

第６条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する 

ところによる。 

４ 会議は、必要があると認めるときは、これに委員以外の者の出席を求め、説明又は意見 

を徴することができる。 

 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、子ども家庭部において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に 

定める。 

 

付則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年７月１日から施行する。 

（東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 東久留米市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１

年条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

別表第１障害程度区分認定審査会の項の次に次のように加える。 

子ども・子育て会議 会長 日額 １１，０００ 

委員 日額 １０，０００ 

付則（令和２年１２月２８日条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付則（令和５年３月３１日条例第５号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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５ 東久留米市子ども・子育て会議委員名簿 
 

【任期】 令和５年８月２８日～令和７年８月２７日 

（敬称略） 

 区分 氏名 現役職等 

１ 子ども・子育て支援

に関する事業を利用

する児童の保護者 

小野寺
お の で ら

 桃子
も も こ

 保育所 児童保護者 

２ 蒔田
ま き た

 春香
は る か

 こども家庭センター利用児童保護者 

３ 沢西
さわにし

 欣
きん

哉
や

 幼稚園児童 保護者 

４ 

子ども・子育て支援

に関する事業を実施

する者 

橋本
はしもと

 脩
おさむ

 落合幼稚園 園長代理 

５ 
佐々木
さ さ き

 香
かおり

 

（副会長） 

ひばり保育園 園長 

（任期：令和５年８月２８日～令和６年３月３１日） 

 
坪田
つ ぼ た

 のりこ 

（副会長） 

ひばり保育園 園長 

（任期：令和６年５月２２日～令和７年８月２７日） 

６ 田中
た な か

 明美
あ け み

 家庭的保育施設事業者 

７ 

学識経験者 

池邊
い け べ

 照彦
てるひこ

 公益財団法人東京ＹＭＣＡ 

８ 
斎藤
さいとう

 利之
としゆき

 

（会長） 

東京大学 非常勤講師 

一般社団法人全日本知的障がい者スポーツ協

会会長 

９ 子ども・子育て支援

に関わる行政機関の

職員 

森山
もりやま

 健史
た け し

 東久留米市教育委員会 統括指導主事 

１０ 波田
は だ

 桃子
も も こ

 小平児童相談所 所長 

１１ 
公募による市民 

鹿島
か し ま

 洋子
よ う こ

 一般公募 

１２ 大山
おおやま

 裕美
ひ ろ み

 一般公募 

 


